
令和 5年度 上越市自殺予防対策連携会議専門部会（第 1回） 会議次第 

 

日  時：令和 5年 9月 27日（水） 

      午後 2時～3時 30分 

会  場：上越文化会館 中会議室 

 

 

１  開 会 

 

２ 挨 拶 

 

 

３ 議 題 

 

（１）次期上越市自殺予防対策推進計画策定における課題及び取組の方向性 

 

 

 

 

（２）次期上越市自殺予防対策推進計画の評価指標について 

 

 

 

 

（３）その他 

 

 

 

４ 閉 会 



次期自殺予防対策推進計画策定に向けた現状 
 

 

○自殺死亡率は、令和 2年までは減少傾向で推移してきましたが、令和 3 年に急増し、

令和 4年はやや減少しています。 

 

○男女別では、男性が約 7割を占めています。 

 

○自殺が増加した令和 3年以降は、男性では 40・50 歳代の働き盛り世代が増加してい

ます。また、件数は少ないものの、20歳未満の若年層の自殺者がいます。 

 

○原因・動機は、健康問題を抱えていたケースは 3 割程度ですが、ほとんどが理由不

詳であり、原因の特定が難しい状況です。 
 

 

 

 

１ 上越市の自殺死亡率、自殺者数の推移 
 

 
資料：H21から R3は人口動態統計（厚生労働省）、R4は地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

 

 

２ 男女・年代別自殺者数の推移 
 

 
資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

 

 

３ 原因・動機の内訳 [H30～R4年合計] 
 

 
資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 
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原因・動機あり　（複数回答）
不詳
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自殺予防対策推進計画の基本方針（案）    

※7月 19日 第 1回自殺予防対策連携会議にて協議実施      

                    

 これまでの取組をふまえた現状及び課題 

2.自殺リスク

の高い人への

的確な対応 

④うつ病などの疾患に対する早期受診及び早期治療に関

すること 

○本人が精神的な不調に気づいても、精神科の受診に抵

抗があり受診につながりにくい。 

。 

1.自殺予防に 

対する市民意識

の醸成と支援体

制の強化 

①自殺予防に関する正しい知識の普及 

 ○自殺は「社会全体の問題」であるが、自殺対策に地域

全体で取組むという認識が十分に浸透していない。 

⑤自殺未遂者支援 

○自殺未遂者は再企図が多いが、支援につながりにく

い。 

⑥自死遺族支援 

○自死遺族は自殺リスクが高まる傾向があり、抱えて

いる問題に応じた支援を必要としている。 

②自殺対策従事者への心のケアを含めた支援 

 ○自殺のサインに気づくことが難しく、リスクが高い

人の早期発見や対応に不安を感じる従事者が多い。 

 ○相談者が既遂に至る場合、担当した自殺対策従事者

が心の健康を維持できなくなる場合がある。 

③相談機関の連携 

 ○相談者が複数の問題を抱えている場合、それぞれの

問題に対応する相談機関の連携が十分でない。 

2.自殺ハイリスク

者への支援を推進

する 

次期計画における基本方針 

1.地域で生きるこ 

とへの包括的な支

援を推進する 

3.ライフステージ

別の課題や自殺実

態に応じた対策を

推進する 

3.ライフステ

ージ別の課題

や自殺実態に

応じた対応 

⑧女性・妊産婦への支援 

 ○妊娠中や産後の心身の変化に、本人や家族がどう対応

したらよいかわからず、不安を感じやすい。 

⑦子ども・若者への支援 

 ○危機に直面した時に助けを求めてもよいこと及び助

けの求め方を知らない人がいる。 

⑨働き盛り世代への支援 

 ○仕事に加えて、家族の介護や子育ての悩みなどから、

過剰なストレスを抱えてうつ病等を発症する人がい

る。 

 ○働き盛り世代の自殺が増加している。 

⑩高齢者への支援 

 ○病気や障害による身体機能の低下を受け入れられ

ず、希死念慮につながりやすい。家族がいても孤独を

感じやすい。 
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次期計画における取組の方向性 

悩みを抱える人が自らの精神的な不

調に気づき、適切な支援につながるこ

とができるよう相談対応を行う。 

医療機関・警察・保健所等の相談機関

の連携を強化し、自殺未遂者支援につ

なげるよう体制を整備する。 

遺族との関わりのある関係者から相

談先を遺族に伝え、市や県が連携して

相談対応を行う。 

地域で自殺予防に取組む必要性につ

いて市民に周知をしていく。 

自殺予防に関わる地域の支援者への

啓発を通じて、正しい知識の普及と、

地域の支援者への支援に取組む。 

関係機関の連携を図り、相談を受けた

機関から適切な相談機関につなげる

よう体制を整備する。 

産後うつ病などリスクの高い妊産婦

を把握し、関係機関と連携して早期に

支援を行う。 

子ども・若者が直面する可能性のある

様々な困難やストレスへの対処方法

を身につけるための支援を行う。 

うつ病などこころの健康に関する知

識の普及と、生きづらさの原因となっ

ている問題について適切な相談先に

つながるための相談支援を行う。 

高齢期の自殺リスクについて理解を

深めるとともに、身体の衰えを受容

し、すこやかに生活を送るための支援

を行う。 

具体的な取組の例 

相談対応 

  ○関係機関における相談対応 

 

自殺予防研修会（地域の支援者向け）       

○医療機関などの多職種への自殺予防研修会 

 

自殺未遂者の再企図防止に向けた支援 

○自殺未遂者（本人及びその家族）への相談支援 

   ○未遂・既遂事例検討会  
 

自死遺族への支援 

○自死遺族支援  

 

地域への自殺予防の周知活動 

  ○体制づくり活動の継続実施  

○自殺対策推進月間・強化月間の啓発  

 

支援者支援 

  ○高齢者施設従事者等相談対応者向け自殺予防研修会 

  ○民生委員・児童委員への自殺予防研修会 

 

支援者連携 

○上越市自殺予防対策連携会議・専門部会  

 

子ども・若者 

  ○小中学校の教育活動を通じた啓発 

  ○市内高校への出前講座等 

  ○市内大学等の新入生ガイダンスにおける周知 

○思春期自殺予防研修会（学校、相談窓口職員等） 

 

女性・妊産婦 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける啓発 

 （産後のメンタルヘルスについて） 

○「エジンバラ産後うつ病質問票」の実施 

 ○妊産婦訪問、産後ケア従事者の研修会 

 

働き盛り世代への支援 

○中小規模事業所メンタルヘルス研修会  

○各種相談窓口の周知と相談対応    

 
 

高齢者 

○高齢者が集う場での啓発 



 

 

自殺予防対策推進計画の評価指標（案） 
 

１．数値目標 

新たな「自殺総合対策大綱」では、令和8年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30％

以上減少させ、13.0以下とする（旧大綱の数値目標を継続する）こととしている。 

当市も現時点で目標を達成していないことから、現計画の数値目標を継続する。 

 
基準値 

令和 4年 

目標値① 

令和 8年 

目標値② 

令和 16年 

自殺死亡率（人口 10万人対） 21.9 15.7以下 減少 

減少率（H28年 22.4と比較） ▲2.2％ ▲30.0％  

 

２．評価指標 

基本指針 1「地域で生きることへの包括的な支援を推進する」 

項目 
基準値 

令和 4年 

目標値 

令和 16年 
関係機関 

① 
地区における体制づくり活動

（自殺予防研修会）の実施率 
100％ 

[30地区/30地区] 
100％ 健康づくり推進課 

② 
市民向けメンタルヘルス講座

の受講者数（高校生以上） 
1,259人 増加 

上越保健所 

健康づくり推進課 

 

基本指針 2「自殺ハイリスク者への支援を推進する」 

項目 
基準値 

令和 4年 

目標値 

令和 16年 
関係機関 

③ 
支援者向け自殺予防研修会の

実施回数 
11回 増加 

上越保健所 

すこやかなくらし包括支援センター 

 

基本指針 3「ライフステージ別の課題や自殺実態に応じた対策を推進する」 

項目 
基準値 

令和 4年 

目標値 

令和 16年 
関係機関 

⑤ 

小中学校における「自ら支援を

求めることを学ぶ教育活動（保

健体育）」の実施率 

100％ 100％ 学校教育課 

⑥ 
産婦訪問で産後うつの可能性

が高い産婦への支援実施率 
100％ 100％ 健康づくり推進課 

⑦ 
メンタルヘルス講座を実施し

た企業・学校数 
13件 増加 

上越保健所 

健康づくり推進課 
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